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【藤本】ご紹介いただきました藤本です。本日は先ほ
どの基調講演を踏まえまして，今回のタイトルである

「企業の知財力強化」というものをどのような切り口
でやっていくかというところもあるんですけれども，
今日はたくさん企業の方も来られているわけですが，
やはり企業規模あるいは知財の規模もずいぶんとそれ
ぞれ違いがあろうかと思います。それを一口に「知財
力強化」と言いましても非常に難しい面がありますの
で，すべてここで議論できるわけにはいきません。そ
ういうことも予めご理解いただいたうえでこのパネル
ディスカッションを進めたいと思います。
　私なりに考えますと，先ほどの丸島先生のお話もそ
うでしょうけれども，やはり知財というのは何だろう
か，あるいは知財力とは何だろうか。これは企業にとっ
てビジネスの一環である。ビジネスがない限り，そこ
には知財力というのは本来あり得ないんじゃないか。
そういうふうに捉えると，先ほどの三位一体の議論も
含めまして，まさに事業との関わりの中で研究開発，
知財というものが全体として連携して生まれてくるの
ではないか。
　わが国においても，確かに知財に関しては以前に比
べると企業の中でもずいぶん浸透して意識も出てきて
いると思います。ところが一方では，本当に現在の知
財が，経営に資する知財力として発揮されているだろ
うか。私も弁理士を 38 年やっておりますけれども，
けっしてそうではないと思います。一部の企業はもち
ろんあるでしょうけれども，大多数の企業はまだ知財
力そのものが，今日は強化という言葉が入っています

が，そういう面ではまず皆さん方が自社の知財力を見
直し，それをどう強化していくか，その切り口になる
ようなことが今日のパネルディスカッションからヒ
ントとして皆さん方にお持ち帰りいただけるならば，
我々も幸いだと思います。
　それではまず，企業の知財力を丸島先生は知的財産
に基づく事業戦略であるという定義をなさいました。
それも 1 つの定義であることは間違いないんですけれ
ども，今日はもうお二人，わが国の知財においては第
一人者で，また企業において知財力というものを実践
されてきた錚々たるメンバーがおられます。まず，丸
島先生の基調講演を踏まえて，則近先生に東芝におら
れた時代を踏まえて説明していただいて，その後，秋
元先生に講演していただいて，それからテーマに入り
たいと思います。議論するテーマはこのお二人のコメ
ントを聞きながら絞り込んでいきたいと思っておりま
す。それでは則近先生，よろしくお願いします。

電機業界における知財力強化
【則近】ご紹介いただきました則近でございます。何
か電機業界の立場からこの知財力強化について話せと
いうお話がありました。私はご紹介いただきましたよ
うに，東京芝浦電気（東芝）に 35 年間ぐらい勤めま
した。そういうことで電機業界のことしかわからない
んですが，この電機業界というのがなかなか広がりが
あって難しいところがあります。丸島先生はキヤノン
さんですけれども，オプトエレクトロニクスというか，
やはり電機業界といえば電機業界であります。しかし
私がおりました東芝の場合には，いわゆる重電といわ
れる分野から，俗に軽電といわれる家電が中心ですが，
他にも通信機の分野，電子部品材料の分野，いろいろ
な分野が絡んでまいります。これらの広い範囲の業界
の話をするとなると，それぞれまた知的財産に関して
は違いがございまして，なかなか上手くまとまりそう
にないんですが，1 つだけ最初に技術の特徴という点
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で申し上げますと，皆さんよくご存知のように，これ
らの分野は累積的技術の分野であります。すなわち技
術が cumulative でありまして，1 つの顧客満足度が得
られる商品を作るということは，先人が開発したいろ
んな技術を含めて，それらを総合的に使うことによっ
て，小さな半導体 1 つを取り上げましても，そこで初
めて製品ができる。医薬品業界のように，1 つの基本
特許があると製品が完成してしまうという商品は 1 つ
もありません。そういう意味において知財の果たす役
割がかなり違ってくると，これがまず最初のキーワー
ドかと思います。
　私の宣伝をしても何の意味もありませんが，ちょっ
と知っていただきたいと思います。63 年，昭和 38 年
に法学部を出て，当時の特許部に配属されました。非
常にまだ珍しい時代で，だいたい 40 人のうち 5 人ぐ
らいしか法律系はおりませんでした。しかし，特許部
に法律屋を配置する会社としては早かったのではない
かと思います。本当は司法試験に受かりたかったんで
すがどうも上手く行かなくて，69 年に弁理士登録を
いたしました。
　私の人生を変えましたのは，73 年から 77 年の足掛
け 5 年にわたったアメリカの Zenith 社というところ
との大きなアメリカ特許訴訟でありました。これであ
る意味，自分は一生企業の特許屋でやっていこうとい
う決心がついた事件です。後ほど関係するところで述
べていきたいと思います。
　89 年にいわゆる会社でいう部長になったわけです
が，既に当時特許の仕事の歴史が会社においては 70

数年経っておりまして，特許部長になりそこないまし
て，初代の知的財産部長ということになりました。こ
のへんにやはり何を扱っているか，特許だけではやっ
ていけないという時代を，特に IT 産業に関わる業界
としては経験したわけですが，私自身は一生特許屋と
いう気持ちがありまして，見出しにもありますように，
今でも特許屋だと思っております。しかし，仕事は実
際はソフトウェアに絡む著作権の問題，その他が大変
増えまして，最後の数年間はそういうものに関わって
おりました。知的財産部長在籍中に小さな財団ですが，
ソフトウェア情報センターという財団の専務理事に出
まして，そこで 8 年間いろいろ苦労したわけです。
　だいたいソフトウェアも一通り学んだ後，大阪工業
大学さんのほうからお声がかかりまして，残されたし
ばらくの人生は学生たちを育てよう，子供たちと一緒

に勉強しようということで大阪に参りました。知的財
産学部が 2003 年にできまして，もちろん日本で初め
てで，実は今日現在も日本で知的財産学部という学部
レベルの専門学部を持っているのは大阪工業大学だけ
です。2 年遅れで専門職大学院も開校いたしました。
おかげさまで大学院のほうは既に卒業生も出ました
が，社会に溶け込んで，その喜びを味わっているとこ
ろでございます。

知的財産人材の育成
　まず知的財産力の強化ということで，先ほど久しぶ
りに丸島節に酔っておりました。業界にいた頃はいつ
も丸島先生からあの調子で指導を受けていたわけです
が，先生がおっしゃるように，事業にいかにそれを生
かすかというところがポイントです。そのポイントの
中でも，今申し上げましたような自分のバックグラウ
ンドから，やはり人の面，人材育成の面に焦点を合わ
せて話しをしたいと思います。

　知的財産全体としての総合力でありますが，あくま
で私は一人ひとりの知的財産の専門家の個の強さ，こ
れが勝負を分けると思っております。じゃあどうした
ら一人ひとりの専門家が育つか，育てることができる
かということですが，私の経験で言いますと，特許の
世界は特に徒弟制度がございまして，私が入った東京
芝浦電気というのは，東京電気という軽電の会社と
芝浦製作所という重電の会社が合併した会社でした。
入ったときに既に合併後 20 年ちょっと経っていまし
た。それでも重電のほうの芝浦製作所の明細書のスタ
イルと，軽電のほうの東京電気の明細書のスタイルは
違いました。それぞれの先輩が後輩を鍛えて，それで
一人前の明細書作成者に育て上げるわけですけれど
も，会社が 1 つになっても 20 年間，融合しないで並
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存しておりました。それぞれの上司の下で鍛えられて
いたわけです。
　そこで僭越ですけれども，我々若い世代がこれじゃ
あいかんということで，やはり徒弟制度から一種の教
育制度を作るべきだということで，特許の専門家育成
教育制度の導入を図りました。明細書というのは 1 対
1 でしごいていく中からしかいいものができないんだ
と言い張る先輩たちに，先輩の持っている技能とかノ
ウハウを標準化，見える化して，それを教科書にして
いくという作業をコツコツ，若い世代を中心に進めま
した。
　そういう教科書が揃ってきましたら，今度は入社か
ら 3 年目までに何をやる，5 年目までに何をやるとい
うようなカリキュラムを編成しまして，これで全社の
特許担当の数がどんどん増えまして，私が辞めるとき
には 500 名近くになっておりました。10 倍以上になっ
ていましたが，その大勢の専門家の養成を行ったわけ
です。
　もう 1 つ大きいのは国際化です。やはり猛烈な勢い
で国際化が進展した時代です。海外研修制度を確立す
るということで，会社としての留学制度はフルに使い
ましたが，それだけでは足りないということで，特許
部独自の短期研修生制度というものを作りまして，私
が初代駐在員になってアメリカのワシントンに駐在い
たしましたが，10 年でだいたい 120 名ぐらいの入社 5

年目から 10 年目ぐらいの中堅の特許担当の社員をア
メリカに送り込んで，徹底的な明細書教育，それから
調査，侵害というものをそれぞれのバックグラウンド
に応じて経験させました。

　2 番目の特徴は，ここには簡単に「資格取得」と書
きましたが，別に資格を取得させるのが唯一の目的と
いうのではなくて，結局自分の腕がついてきたときに，
特許の要員も周囲も，やはり職業人としての実力の認
知，客観的なものがあることが好ましい。それから専
門家としてやはり自分というものを確立してもらう。

そういう意味から，特に弁理士試験は少し高めの目標
値でありますし，非常にいいということで，実は一時
期，私が部長をやっていた頃は，弁理士試験は全員受
けさせて，少なくとも多肢選択は合格するところまで
やれということで奨励あるいは刺激を与えた時期がご
ざいます。今はそこまでやっていないようですが，そ
れでもだいたい毎年 3 人から 5 人は弁理士の二次試験
も合格して，最終的に弁理士が生まれております。
　処遇等の配慮は各社各様でありましたが，私のいた
会社の場合は，弁理士になったからいきなり待遇が一
律に上がるということは行いませんでした。それより
も仕事の機会を与える。例えば先ほど言いました海外
研修とか海外駐在員とか，そういうことを含めて，要
するにジョブに対して付加価値をつける，専門家に相
応しい活動をしていただく，それに伴って処遇面でも
良くなっていく，こういうやり方を採っております。
　それからもう 1 つは，特に特許調査を中心にコン
ピュータを使った情報検索が非常に大きなファンク
ションになってまいりました。私の誇りとしているこ
とは，図書館情報大学という新設大学ができまして，
最初は非常に就職難だったんですね。会社の先輩がそ
ちらの先生をしておりまして，学生を頼みに来ました
ときにいろいろ聞いて，要望を出して，とにかく図書
館情報大学の出身者を最初のうちは毎年 2 人ずつ，10

年間で 12 ～ 13 人採用しました。非常に優秀な人が混
じっていて，今は女性で課長で中心になって働いてい
るような人も育ちました。
　これらの情報を何に使うかということですが，パテ
ントマップの実施を非常に早く始めました。それは
マップを作っていろいろなことに利用できるわけです
が，特に東芝の場合にはデザイン・レビューというの
を行っていまして，これは純粋に技術開発，開発設計
のときの技術チェックの手続きの中で調査した特許情
報等は全部織り込んでいくというやり方を徹底して行
いました。
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電機業界におけるビジネスの特徴

　もう 1 度業界の話に戻りますが，それぞれ特徴があ
ると申し上げましたが，俗に重電とか産業電機ある
いは社会電機，オムロンの社長さんがおっしゃって
広まった言葉ですが，こういう業界についてのまとめ
的なものです。一言で言うと，ビジネスがいわゆる談
合体質のところがありまして，特許とか知的財産とい
うものがあまり尊重されない，あるいはそれがビジネ
スの決め手になるという要素が少ない体質があったん
ですが，この体質は国内で限られたメーカー同士が競
争している間はそれでよかったんですが，国際化が進
展して，欧米からそれぞれの分野の強い会社が日本に
入ってきたときに，自然とその体質ではやっていけな
くなってきたということで，国際化の進展が近代化を
加速したという面があります。
　それからもう 1 つ，例えば原子力発電のようなもの
を考えますと，実は試験研究段階で 20 年ぐらいかか
るわけです。ですから特許を取りましても，すぐその
特許を侵害するような原子炉は存在しないわけで，そ
の特許は何に使うかというと，次世代，次々世代の発
電機の開発に関わる開発ビジネスに有効に使われてい
くという面があります。ですから原子力などをやって
いる重電のほうは，医薬品のように期間延長という動
きは全然ございません。切れるべき権利は切れてもい
いと。さっきも言いましたように cumulative な技術
ですから，次々に新しい改良された技術が出てきます
から，それらのものを特許で保護しながら，むしろ研
究開発ビジネスに生かしていくという行き方をとって
います。
　それにしましても，さっきも言いましたように，特
に通信機等では技術導入が当時盛んで，いかに有力な
ところからいい技術を導入するかというのが実は企業

競争の大きな側面だったんですね。その導入力あるい
は提携力というか，単に安い条件で技術を入れること
ができるというだけではなくて，将来のその分野の事
業展開が自由度を確保されていて，発展するようなア
レンジができなければいけない。この面で単に知的財
産の知識だけではなくて，やはりその技術の将来に対
する見極めであるとか，先ほど出ていましたような先
行的なビジネスディシジョンができるような，そうい
う力が要求されているということです。
　それから，欧米の先進的な企業，例えばアメリカの
GE とかオランダのフィリップスであるとか，こうい
うところは戦略的に特許網を構築しています。したが
いまして，そういう戦略的に取られた特許にどう対抗
していくか。特許の評価力あるいはそれを無効にする
力だけではなくて，やはり交渉力が非常に重要という
ことです。地味ではありますけれども，こういう分野
はそういう意味ではまさに技術開発と事業と技術，特
許が一体化した活動を展開しております。

　家庭電気業界は，私が身を置いた時代ははっきり
言って，発展に次ぐ発展で，過当競争が非常に激しく
て，出願ラッシュがございました。それにどう対応で
きるかというのがそれぞれの企業の勝ち負けの分かれ
どころでした。それから先ほども出ていましたが，こ
の分野の規格化，標準化競争，特に VTR が出たとき
のベータと VHS のような大型の規格競争は今日まで
続いておりますね。ですから，やはり知財というもの
を技術あるいは経営と一体化した形で戦略を立てて，
それに基づいて標準化その他を進めるということで，
この分野では松下電器さんとかソニーさんが非常に実
績もあるし実力を示しているところであります。
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　電子部品業界の特許というのは非常に重要です。典
型的なものは半導体だと思います。私自身半導体を
30 年ぐらいにわたって，特に交渉面では担当しまし
て，私の特許人生は表現の仕方によってはテキサスの
キルビー特許に始まり，キルビー特許に終わったとい
うようなところがあります。そのぐらい事業に対する
特許のインパクトが半導体分野は非常に大きくて，そ
れに耐えるだけの交渉力と，それから実際には後半に
入ってからですが，我々が獲得した特許を逆行使する
というギブアンドテイクの交渉局面に持ち込んで頑
張ったということです。
　私は会社を離れて 10 数年経ちましたが，ご存知の
ように DRAM の製造で言いますと，韓国のサムスン
が世界一になっているとか，非常に国際的な事業競争
においては苦しい戦いをしているわけです。しかし半
導体は何と言っても産業の米ですから，その分野の特
許力，特許交渉力は引き続き日本国としても重要な問
題だと思います。電子部品材料を中心に，要するに累
積的技術についてどういう特許網を構築して，それを
どう行使していくかというところが一番重要かと思い
ます。

電機業界の知財力の強化

　まとめ的に申し上げますと，いわゆる電機業界の知
財力を強化するポイントは何だろうか。1 つは先ほど
言われた三位一体ですが，特に事業化戦略の場合に，
短期，中期，長期とありますが，特許は例えば短期に
は関係ないとか，長期は先すぎて関係ないとかという
ものではなくて，中長期を含めて研究開発戦略とマッ
チングが取れた知財戦略を立てなければ空回りに終わ
るということになります。そこが第一番かと思います。
　会社の戦略とはぴったりと合っていなくてはいけな
いんですが，私が元いた会社は実は研究開発体制の問
題かもしれませんが，アンダーテーブル開発というか，
少し余裕が持たせてあって，研究所なり研究者がある
意味自由に開発費を投入して先行的な一定の技術を追
求できるという制度を認めておりました。この中から
特許などは結構いいのが出てきます。
　ですから，パテントマップを作って，いろいろなマッ
プに特許が出てきて，それで安心して研究開発を始め
るというやり方を採っておられるところがあると思う
んですが，実際はパテントマップを作ったら白地であ
る，全然競合メーカー等の特許がないという分野にや
はり先行開発投資をして，そこに特許を取っていくと
いうことをしないと，いわゆる基本特許とか将来にわ
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たって大きなインパクトを与えるような特許保護とい
うものは得られないんじゃないかと，当たり前のこと
ですがそう思います。
　1 つはノーベル賞学者の野依先生が，「また名古屋
大学ですね，どうして東大はノーベル賞を取れないん
でしょうか」という記者の質問に対して，一言簡潔に

「テーマの選び方です。名古屋大学では人がやってい
ないテーマを持っていかなければ教授の承認が得られ
ません」とおっしゃっていたのが非常に印象に残って
います。
　もう 1 つは，パテントマップは日本の国内では割合
早いということで，アメリカの GE とパテントマップ
についてざっくばらんなディスカッションを持ったと
きに，GE のほうがパテントマップを何のために作る
か，マップ上に他社のパテントが出ない領域を探すた
めにパテントマップを作っていると言い切っていまし
た。非常に参考になると思います。
　3 番目はさっきから何度も言っていますように，そ
れぞれ特徴があるということですので次に行きまし
て，要はやはり専門家の質と量ではないかということ
で，当たり前のことを言っているに過ぎないんですが，
ここに書かなかった言葉として，私は知的財産の専門
家は多方的専門家でなければいけないと思います。マ
ルチサミット。専門分野と言えるものを複数持ってい
る高度の専門家である必要があると思います。その複
数の専門性の中に常に挙げられるのは，例えば語学力
であるとか，技術力であるとか，あるいは商品力であ
るとか，いろんなものが入ってくると思うんですが，
要は 1 つだけでは駄目だと。必ず専門家と言える領域
を 2 つは持つこと，これを義務付けることが必要かと
思います。
　最後に書いてあるのも当たり前のことで，企画力，
技術力，調整力，国際交渉力等々，人間性の豊かな人
が求められているわけです。電機業界に長くいて一番
残念なのは，いわゆる総合電機業界からは実は今日こ
こにいらっしゃる丸島さんや秋元さんのような経営者
が出ていないんですね。非常に優秀な方はいらっしゃ
ると思うんですけれども，いうまでもなく私を含めて，
理事ぐらいにはなれるんですが，いわゆる会社のトッ
プ，重役になった人がいないんです。これはいろんな
要因があるかとは思いますけれども，やはり電機業界
に身を置いた 1 人としては，早くどこの会社からでも
いいんですが，真の意味の経営トップの人材が出て欲

しいと，これを今日も乞い願っているわけであります。
　あまりまとまりのない話になりましたけれども，人
材育成に焦点を合わせてお話をいたしました。どうも
ありがとうございました。

【藤本】則近先生，どうもありがとうございました。
時間のほうがだいぶオーバーしまして。則近先生のお
話の中には，知財力強化の 1 つとして人材の問題とい
うものが提案されたと思います。
　それでは続きまして秋元先生，できれば 15 分程度
でお願いできればと思いますので，よろしくお願いし
ます。

製薬業界における知財力強化
【秋元】今日は弁理士の記念の日ということなんです
が，私は弁理士ではないので，どんな勝手なことを言
うかもわかりませんし，生まれが実は江戸っ子なので，
大分抑えても丸島さんよりも悪口をいうかもしれませ
ん。特に 6 月 26 日の株主総会をもって武田薬品から
きれいに離れましたので，一般的なことをまず話させ
ていただきたいと思います。
　この PPT は時々出すことがあります。今，お二人
の先生から製薬産業，医薬品産業とは違うというお話
が出ましたけれども，これ 1 つをずっと飲み込んでい
ただけたら，製薬産業の研究開発あるいは人材，知財
というものがわかるのではないかと思います。

　この図に 1 と数字が書いてあるんですが，1 という
のは実は 1 つの候補化合物のことです。お嫁さん候補，
お婿さん候補と同じなんですけれども，これをだいた
い 10 年以上かけて育てるんですね。実際には研究の
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初期から開発されて製品が出るまで，15 年ぐらいか
かっている。それで，数千数万の候補者の中から 1 つ
だけ候補化合物が出てくる。数千人数万人とお付き
合いして 1 人だけ，まあ結婚しようかなというのが出
てくる。これと 10 年間付き合ってみて，2000 年ぐら
いまでの統計ですと，だいたい 5 分の 1 ぐらいが製品
になる。結婚にたどり着く。最近の 2000 年からの直
近 5 年までを取りますと，候補化合物が出てから 10

分の 1 ぐらいしか成功にたどりつかない。その間，1

千億円ぐらい使ってしまう。これが製薬産業の研究開
発の実態になるわけです。
　先ほど端的に，また象徴的に特許は 1 つあればいい
と言いましたけれども，いくつかの特許は関与します
けれども，それでもいわゆるコンシューマの製品に比
べたら非常に少ない特許の数で保護されている。した
がって，こういうような状況のなかで製薬産業として
は知的財産をどのように考えていくかということが知
財戦略になってくるかと思います。

　先ほど事業戦略という話が出ました。それからもう
1 つは知財戦略があります。この間の関係をタイムス
ケールで見ると 15 年以上かかるとお考えいただいた
らいいんですが，この間，特許情報管理をしながら，
相手のことを知り，自分の実際の力も知り，いろいろ
な情報管理をしながら，いかに戦略的な特許を出願し
ていくか，それから商標をどうするか，他社の権利，
先ほどパテントマップという話がありましたけれど
も，パテントマップにしても実際には研究の段階，リ
サーチ的な問題，そういう段階のもの，あるいは製造
中間体の問題，それから実際には製品物質の問題，さ
らには薬効であるとか合剤であるとか，こういうもの

についてすべてきめ細かく対策を立てないと，どこに
落とし穴があるかわからないということで，他社権利
への対応というものを非常に綿密にやります。同時に
自社もその周辺の権利を持っているわけですから，こ
の権利をいかに活用するか，いかに相手とライセンス
交渉をしていくか，こういうような諸問題もありまし
て，いわゆる知財戦略というのは事業戦略のすべてを
カバーしている。最近ではジェネリックが出ますから，
ジェネリックに対して市販後にいかに対応するか，特
許切れになったらいかに対応するか，こういうことま
で含めて製薬業界の知的財産戦略というものはまさに
事業そのものに関わっていると考えていいかと思いま
す。
　私は 94 年までは研究所長でおりまして，実際，2

つの製品に関わりました。1 つはアメリカのイーライ
リリーという会社にライセンスアウトしましたけれど
も，2 つの製品に関わった，本当に真面目な研究者だっ
たんですが，どうも知財に来たらもっと向いているん
じゃないかというお褒めの言葉をいただくこともあり
ますけれども。94 年当時，お前は知財部長になれる
かなれないか考えてみろと，その代わり，半年以上ど
こかで勉強して来いということで，実は国内では青山
特許事務所，その後は，今ではフォーリー & ラード
ナーのパートナーをやっている，ハロルド・ウェグナー
という有名なアメリカの弁護士の事務所で勉強させて
いただきましたが，私は知財は一切勉強しませんと，
知財を勉強すると見方が知財になってしまうと言いま
した。元々研究者でしたから研究者の心もわかります
し，今でも化学合成については，多分，どこの知財部
の人間よりもよく知っているでしょう。そういうこと
で，知財と経営を結びつけるということで，会社のほ
うにも医薬事業部に半年ぐらい籍を置かせてもらいま
した。
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製薬業界とグローバル化

　それから 94 年に特許部，半年後の知財部に入った
わけですが，そのとき私が掲げたのはこの 3 つです。
この 3 つが今でも企業における知的財産の真髄になっ
ていると思います。1 番目が戦略的な知的財産体制の
構築，それも経営戦略と一体化したものです。丸島さ
ん，則近さんがやはり経営と一体化しなければいけな
いということを言っておられました。これはまさに同
じ事を言っているかと思います。
　私が所属していた会社では，海外の売上が 70％，
利益も 70％で，日本は大体 30％ぐらいです。部長に
就任してから 3 年ぐらい経つと，日本と海外の比率
が 50：50 ぐらいに逆転現象が始まってきた。非常に
グローバル展開が速くなってきた。そういうことでグ
ローバルな展開の対応をどうするのかが二番目の課題
です。

　今日は弁理士の会ですからお耳障りになったら
ちょっと耳を塞いでもらいたいですけれども，約 10

年前，1995 年ぐらいに医薬品産業のグローバルシェ
アというものを考えたとき，アメリカが 50％，ヨー
ロッパが 30％，日本が 15％でした。したがって日米
欧 3 極と言っていたわけです。ところが 2005 年の統
計を見ますと，アメリカは 50，ヨーロッパは 30，日
本は 9％，どこが増えたか，BRICs です。ブラジル，
ロシア，インド，チャイナの BRICs 諸国が増えたわ
けです。既に 3 極ではないんですね。したがって最近
特許庁が言い出したのは，3 極のハイウェイをやろう
ということではなくて，そこに中・韓を入れて 5 極と
いう言い方をしてきています。日本の置かれている状
況はそういうことです。
　じゃあ，医薬品産業がグローバルに展開して勝って
いくためにはどうしたらいいか，どうやって知財力を
強化したらいいか。これについて，私は現職部長でし
たが，何年か前の特許庁の雑誌「特技懇」に寄稿しま
した。弊社はまずアメリカで特許を取ることを考える，
その次にヨーロッパ，日本はどうでもいい（？）とはっ
きり書きました。日本で一生懸命特許を取ってもシェ
アは 10％（現在では 9％台）です。アメリカで取った
ら 50％取れるんです。アメリカで戦うことをまず考
えなければいけない。
　ここでひとつの例をあげさせて下さい。あの素晴ら
しい発明をされた山中先生の iPS 細胞です。日本で出
願しました。まずそうしないと外国出願の予算が取れ
ないんです。それが従来の方式でした。それはおかし
いということで，最近では JST なども非常に柔軟に
なってきました。非常に歓迎すべきことだと思います。
なんのことを言っているのか。日本で出願しました。
皆さん弁理士ですからご存知のように，日本では医療
方法の特許は取れません。したがって，日本をベース
として出したときに，細胞の培養方法，細胞そのもの
は特許になるでしょう。ところが日本ではそれを使っ
た治療方法，本当の実用化のところが取れてないんで
す。しかもその前の ES 細胞は倫理上の問題になって
ちょっと行き詰っていますが，こういう技術はアメリ
カでは捕縄に進んでいますから，ES 細胞を iPS 細胞
に全部置き換えたら，また日本のやっている情報がど
んどん新聞等に漏れていったら，そうしたらアメリカ
は iPS 細胞の実用化に関する特許を全部取ってしまい
ます。アメリカでは，ウィスコンシン大学やハーバー
ド大学等のアカデミアを始め，iPS 細胞の特許を扱う
ベンチャーまでできています。そういうことで，山中
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先生の発明は非常に素晴らしい発明で，もちろんノー
ベル賞級です。しかしながら，それに対する日本の知
財戦略というのは，少なくともライフサイエンス分野
においては，間違っていたということになるのではな
いでしょうか。いずれ明らかになるでしょう。
　そういうことで，製薬企業，特に上位 3 社あるいは
5 社は常にアメリカで戦い商売をするということを中
心に，いかにグローバルに戦うかということを必ず考
えます。

コストとアウトプット

　3 番目は，企業の知財部である限り，そのコストと
アウトプット（コストパフォーマンス）をキチッと考
えなさいということです。そうしないと経営者として
知的財産活動が理解できない。自社の知財部員の人数
は 10 人がいいのか 20 人がいいのか 50 人がいいのか，
あるいは幅広く保険をかけて総て遺漏なきようにカ
バーするほうがいいのか，1 千億円の製品については，
1 億円の製品と比べたら，1 千倍の努力をしたほうが
いいのかどうか。こういうことも含めてやはり企業の
コスト原理ということを考えないといけない。これも
実は 94 年から知財活動をスタートした時点からの掲
げてきた課題の 1 つです。
　具体的な例を出しますと，これも先ほど丸島先生が
お話しされたように，従来，特許部の活動は知財戦略
ではなくて特許業務をやっていたんです。先ほどから
お話しているように，研究開発戦略といかに融合する
か，それから製品営業戦略といかに連携するか，これ
らは知財部の人間が出て行ってやらないと無理です。
研究職の人がこっちへ来るわけにはいかない，製品と
か営業の人がこっちへ来るわけはない。そういうこと

で，やはりこれらは知財部が積極的に出て行くべきだ
ろうと思います。
　アメリカの製薬企業などは，研究所からドクター
を持っているバリバリの人間を一本釣りして，patent 

agent とか patent attorney の資格を取ったら給料を 1.5

倍とか 2 倍にする。そういうところで非常に優秀な人
がいる。そういう優秀な人が研究所に出向いていけば，
例えば研究テーマをみて，論文を貰って，こういう現
象があると言ったら，その内容をよく知っていますか
ら，それに基づいて非常に素晴らしい特許，すなわち，
権利の広い，強い，先を読んだ特許が取れるわけです。
そういうことが日本の一般の企業の特許部，知財部で
できるか。これをやっていかなければいけない。これ
が日本全体にとって一番大事なことだと思います。
　それからもう 1 つ，企業活動～営業，製品，開発，
研究～は常に 10 年先まで考えていかなければならな
い。世の中の動きがこうだから自分たちはどうしよう
か。薬というのはさっき言いましたように 15 年かか
りますから，10 年先を読まないといけないわけです。
それに対してやはり知財部員がキチッとそれをわかっ
たうえで，いかに経営に資するかということを考えな
ければいけない。業種によって非常に違うかもしれま
せんが，製薬企業の場合，常に 10 年先の戦略的な知
的財産体制をどうしたらいいのかということを考えて
いかなければならないと思います。
　これはグローバルな展開の図です。さっき言いまし
たように，現在ハイウェイが動いています。もう少し
前には，共同調査・審査，それから世界特許というも
のを考えているため，こういう動きで動いているわけ
です。知財部というものについても，やはりこの時代
にはどういうことを日米欧でやるのか，現在ではどう
いうことをやるのか，将来はどうするのか。近未来に
は，3（5）極をホットラインで繋いで，言語も英語に
統一して，どういう統一フォーマットでやるのか，ど
ういうふうに同時にしかも即時にそういうことをする
のか，というようなことが必ず 10 年先まで，知財部
門もキチッと目標を持ってやっていくことが肝要にな
ります。
　最後に，コスト原理です。知財部門のコストという
のは本当に予算に見合っているのかどうか，これは当
然検討しなければいけません。これについては少し前
の「知財管理」に書いたこともあります。同時に，企
業としての知財の価値，無形資産がありますが，その
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知財の価値はどういうものかと言うと，事業価値で考
えたら既存の製品，これは製品の価値，それから研究
開発テーマの価値，さらに研究そのものの価値，こう
いうものをすべて事業価値計算法で計算して，知財部
の活動によってどれだけこの無形資産をアップできた
かということをキチッと定義づける。これが数学的，
経済学的に正しいかどうかは別です。そうではなくて，
こういうことをやることによって，自分たちの評価，
自分たちの会社の無形資産のうちの知財の評価がわか
るだろうと。同時にこういう考え方をいろんな形で利
用できる。
　例えば，M ＆ A の場合，事業価値というものを無
形資産も含めてキチッと計算することができるので
す。そういうことで企業の価値というものも評価でき
る。同時に知財の活動に対するコスト原理という概念
を導入することもできるわけです。
　ロイヤルティが単に多く入るのがいいとは言いませ
ん。実はロイヤルティが出るのだってそれは非常に製
品に寄与するわけです。けれども，現実として，94

年当時からこういうことをやることによって今，700

億円以上入ってきているという状況です。

将来の知的財産像

　最後に言いたいのは，知財というのは独禁法と特許
法のマンジ巴です。最近では発展途上国の技術移転，
テクノロジートランスファーというものが問題になっ
ています。これを踏まえたうえで，メリット・デメリッ
トを考えるのがこれからの知財で，百数十年一日とし
て続いてきた特許権というものが，単なる独占権では
なく，差し止めと実施許諾の権利が一体不可分である
ということではなく，違った方向に行っているのでは

ないか，ある方向を模索しているんじゃないか，と思
います。
　その 1 つはヨーロッパで動いているリサーチツール
問題があります。製品に関わらないけれども，研究を
しなければいけない。そのときにこれは実施許諾する
権利はあるけれど，差し止めの権利はないんだよと。
あるいはさっき話題に出ましたが，パテントトロール
という問題も，eBay の判決で，侵害しているけれど
も差し止めはないという判決があります。それから
OECD とか日本の総合科学技術会議とか，特にライ
フサイエンスの分野におけるリサーチツール特許につ
いては基本的に大学ではタダ，企業ではリーズナブル
な対価を払って使用できるというガイドラインが出て
います。
　そういうことで，このテクノロジートランスファー
を含めて知的財産というのは将来どのような方向に行
くのか。知的財産の新しいコンセプトがまさに出てき
ているんじゃないかと思っています。最後は私の思い
だけでございまして，本日の講演は終わらせていただ
きます。どうもご静聴ありがとうございました。

【藤本】秋元先生，どうもありがとうございました。
　それでは，3 人の先生方のパネラーとしてのお話を
聞いて，共通することが出てきたと思えます。それは
何かと言うと，既に話されたように，知財というのは
企業経営の中の一環の手段じゃないか，それをどう見
るかということ，それがやはり企業経営と離れて知財
だけが一人歩きするというのはおかしいんじゃない
か。そういう捉え方の中で，今後の知財として 1 つ上
がってきたのは三位一体。事業，研究開発，知財，あ
るいはそこに情報も入ってくるかもわかりませんが，
少なくとも事業を意識した研究開発，あるいは事業を
意識した知財戦略というような面で，会社全体として
知財力を強化していかなければ，競争力に勝てないん
じゃないか，あるいは生き残り戦略は立たないんじゃ
ないか，そういうお話です。そういう話を前提として，
その点を第 1 点として少し議論をしてみたいと思いま
す。
　それからもう 1 点は，先ほど則近先生からお話が
あった人材という問題で，これもまさに重要な問題で
あります。そういうような 1 つのアクションプログ
ラムを立てても，誰がやるのか，事業あるいは各研究
開発，知財，それぞれが会社の中では組織的には分か
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れているわけです。それを誰が遂行すれば一番ベスト
モードの結果が得られるだろうか，そういう人材の問
題。少なくともこの 2 点について少し議論させていた
だきたいと思います。
　まず丸島先生にお尋ねしたいんですけれども，私も
いろいろな企業を見せていただいている中に，企業的
には上場企業でトップなんですが，やはり知財の面で
は非常に弱いというか，事業，研究開発，知財という
のはまだ縦割りの世界で，なかなかそれを融合一体化
するというのは，先ほどおっしゃったように壁がある
と思います。その壁を破るための 1 つのシステムとか
組織作り，あるいは誰がやったら一番いい状態にそれ
が構築できるだろうか。その点についてお尋ねしたい
と思います。

経営者を動かすのは知財
【丸島】これも私の経験からで，ある業界のある会社
という前提が入るかもしれませんけれども，基本的に
は三位一体の基本号令は経営者が出すべきだと思うの
ですね。これはなぜかと言うと，先ほど申し上げたよ
うに，各事業の縦の組織全体に対しての影響力を与え
るのは経営トップしかいないはずなのです。ですから，
経営トップが号令を出して，全社に知財マインドを形
成するというのがまず一番大事なポイントになると思
います。
　問題は，じゃあ黙っていて，経営トップが知財マイ
ンドを形成するということをやってくれるのかという
ことですね。経営トップにそういうことをやってもら
おうという引き金をかけるのはやっぱり知財部門の責
任者だと私は思っています。
　先ほどちょっと申し上げたように，知財立国，知財
経営だから経営者にそれをやってよと言っても，肌で
感じないときの経営者というのは理屈でわかっていて
も，絶対そういう号令は出さないです。これが経営者
だと私は思っています。ですから，自分の会社が知財
経営をしたらなぜ良くなるのか，これを具体的な問題
に落とさなければいけないのですね。それを納得した
ら，経営者は号令をかけてくれる。その納得してもら
う仕事をするのもやっぱり知財部門の責任者だろうと
思います。
　よく事件が起きないと，困らないと経営者はわから
ないのではないかと言われます。それも真実かもしれ
ませんが，困ってからわからせるのでは戦略じゃない

と私はいつも思っていまして，困る前にそういうこと
を理解させるのが戦略じゃないかということで，知財
の人も考えなければいけないのは，自分が困る前に
困った事例を，これは第三者の例でもいいのです。要
するに，経営者に脅威感を与えるということが一番大
事なのです。これは判例でもそうで，外国の特にマー
ケットの大きい国の動向なり現状がどうなのかという
ことを理解することによって，失敗する前に経営者が
そういう自覚を持つ。これが一番大事だろうと思いま
す。
　まずトップから号令を出してもらって，全社的に知
財マインドを形成する。その後は事業単位の事業の一
番トップの人が，自分の傘下に同じ事を伝える。さら
にその事業の中の各事業部長，あるいは研究開発の責
任者が自分の傘下に対して，より具体的にそれを浸透
させる。
　ということで，マインド形成は縦の組織でやるべき
だろうと。私は知財部門の責任者の役割は知財センス
の形成に責任を持つべきだと思います。これは知財部
員には勿論のこと，各事業部を通しての研究開発部門
に対して知財センスを高める活動は知財部門がやるべ
きです。これは研究開発者に対してと同時に事業部門
の人に対してもやらなければいけない。
　もう 1 つ大事なのは，則近先生が言っていた人材の
育成ですが，一番大事な知財人材をどうやって育てる
か。これも知財部門の一番大事な要素になるわけです
けれども……。

【藤本】ちょっとすみません。人材の問題は後で議論
したいので。

【丸島】三位一体の活動を可能にする知財部門の責任
者の他の役割は知財活動環境作りです。知財の人が活
動しやすい環境を作らないと，人材育成しても結局は
活動できない。ですから，知財の人間が横串で知財活
動できる環境を知財の責任者は作っていく。これが三
位一体活動のできる社内環境を作る，一番必要なとこ
ろだろうと私は理解しています。

【藤本】ありがとうございました。則近先生，今，丸
島先生から，知財の責任者がやるべきだというお話が
あったんですが，その点で，それでは責任者がどうい
う人が適任だと思われるか，そのへんも含めて少しお
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話しいただければ。

キヤノン，ソニーの知財マインド
【則近】さっき最後に言いましたように，いわゆる専
門家のリーダーとなるべき人はやはり視野が広くて専
門性があって，しかも人間的魅力があって，私の両翼
に座っていらっしゃるような方々ということだと思う
んですが。
　1 つちょっと思い出しました。こんなことを申し上
げていいのかどうかわからないんですが。
　先ほどアメリカの訴訟が 1 つのきっかけになったと
申し上げたんですが，この訴訟に勝った後，実はその
訴訟のことについて差し支えのない範囲でできる限り
フランクに話をしてくれないかというご要望をいただ
きました。その最初の人が実は丸島さん，キヤノンで
した。私はあまり事態をよく把握していなくて，丸島
さんからのお呼び出しですから，これは行かざるを得
ないだろうと思ってのこのこ出かけていきましたら，
今から考えるとすごい人を集めておられました。現経
営者，それから将来の経営者を含めた方々，それから
実務の担当の方々，人数は少なかったんですけれども，
顔ぶれを知ったときちょっと震えました。
　やっぱりいろんなことがあって注目されていたと思
いますけれども，トップの経営者に対してそういう時
間を設定して，私のような他社の青二才がやった経験
の話を聞かせたといったら言いすぎかもしれません
が，教育をされた。これは私は当時丸島さんと初めて
実質的にお話をしたような感じでしたけれども，感銘
を受けました。すごい人だなというか，すごい組織だ
なと。
　もう 1 社挙げますと，勝った日に，まだ当時 FAX

がなかった時代ですが，いろんな手段で朝一番に一審
の訴訟に勝ったという連絡を受けました。お昼前にソ
ニーの某課長さんから，おめでとうございますという
電話がありました。他社のそういうアメリカでの訴訟
の動きをきっちりとウォッチングをされていたんです
ね。ソニーはブラウン管はトリニトロンを使っており
まして，私どもが争ったシャドーマスク方式のブラウ
ン管は製造販売していない会社です。ただアメリカの
訴訟，日本の企業が巻き込まれた大きな訴訟，こうい
う観点で多分フォローされていたんだと思います。そ
のときも非常に嬉しかったと同時にゾッとしました。
ソニーという会社はすごい会社だなと。なにしろ今か

ら 40 年近く前の話ですから。キヤノンさんとソニー
さんはすごいなと思った記憶が蘇ってきました。

【藤本】ありがとうございました。
　秋元先生が知財部長になられて，知財の特許的な勉
強よりもむしろそれ以外の点で勉強されたというの
は，やはり知財のトップというのは研究者的な要素を
持つべきなのか，それとも経営的なセンスを持つべき
なのか，トップとしてやりやすいのかどうかを含めま
して，秋元先生のご見解をお願いします。

武田薬品の知財マインド
【秋元】則近先生が言われたように，トップになる人
間は複数の部門を経験した者というのが大原則なんで
す。今までは知財部門から，あるいは知財の分野から
垂直にトップに行ったことはありますが，ここ 10 年
ぐらいは必ず複数の部門をやってきています。私の後
を引き継いだ者も，実は他の部門で 5 年ぐらい勉強し
てから移ってきました。
　もう 1 つ非常に大事なのは，旧弊社は知財というも
のをトップがわかっているかどうかは別として，非常
にご理解があるということです。戦後いち早く特許係，
特許課，特許部を作りまして，あの有名な松居祥二先
生が初代の部長になられました。当時は 30 人ぐらい
取締役がいましたが，そのうちの 1 人は特許部長でし
た。現在は 7 人しかいないのでなかなか難しいんです
けれども，かなり大事にしてくれています。
　というようなことで，知財というものにご理解をい
ただいてまいりましたが，私が知財部長になって最初
に言われたことは，「できるだけわかる月報にしてく
れ」と。要するに専門用語で書かれてもちっともわか
らない，あるいは訴訟になったときに訴訟の言葉を使
われても全然わからない。それもトップに持って行く
のは A4 版 1 枚ですから，そこに凝縮してとにかくわ
かるようにしてくれと言われました。
　私が最初の頃にやったのは，何もわからない女の子
に見せて，「これを読んでわかるか？」と聞いたんです。
そのぐらいしたら，半年ぐらい経って最初に言われた
のは，「お前になって月報がよくわかるようになった」
と。ということはそれだけ理解してもらったというこ
とです。そうするとそれだけ大事だということで，会
社でのステータスも上がるというわけです。いくら大
事だと自分たちが思っても，上が大事だと思わなけれ
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ばいけないわけで，それをわからせるというのが多分
知財部長の大切な役割の 1 つだろうと思います。

【藤本】ついでですけれども，今，複数の部署とおっ
しゃられましたね。複数の部署でも，例えば知財の部
署は最低限経験しておかないと駄目だと，そういう意
味ですか。

【秋元】私はずっと研究者で，アメリカでインターフェ
アレンスなんかにも出ましたし，自分でも特許の明細
書というのは 70 とか 80 ぐらい書いたことがあるの
で，詳しい方式はわかりませんが，ある程度わかるん
です。従って，やはりそこにいなくてもいいけれども
関連するところ，それからもう 1 つは，知財部長であ
れば，私が実際にリコメンドしているのはやはり技術
系であって，研究所あるいは修士ぐらいを経験された
方が良いと思っています。

【藤本】なるほど。ありがとうございました。

中小企業の知財戦略
【藤本】今日はたくさんの方がお見えになられまして，
その中には今日のパネラーの先生方のようなビッグな
企業でない，関西の中堅企業あるいは中小企業の方も
たくさん来られていると思います。そういう面で，今，
先生方がおっしゃった三位一体，あるいは人材に必要
なセンス，あるいは望まれる姿，そういう面も含めま
して，それを中堅・中小企業，あるいはいくらビッグ
な上場会社であっても知財部員がそれほど多くおられ
ない，例えば数名しかおられないような企業もたくさ
んあると思うんです。そういう場合に，今おっしゃら
れた点は 1 つの目標あるいは理想かもわからないけれ
ども，一方では現実というものがあるわけです。そう
いう中で知財の担当あるいは知財部というのは，開発
部あるいは事業部から仕事をいただいて，それをある
面では知財部としてのビジネスをやっている，そうい
う現実の部分があるんじゃないか。
　そういう企業にとって今の三位一体の戦略というの
は，もちろんトップに対してアピールするということ
も大事でしょうけれども，果たしてトップがそこまで
理解できるかも含めまして，そういう点で中堅・中小
企業も含めてどうあるべきか，その点を少しご議論い
ただきたいと思います。丸島先生，いかがですか。

【丸島】私が知財に入ったときのキヤノンの規模は千
人弱だったのです。それを今おっしゃったように中小
と言うかどうかは別として，けっして今のような大企
業ではなかった。実際仕事をやってみて抵抗を感じた
のは，やはり大企業との関わりなのですね。理屈以外
の原理が働いていて，それに耐えられなかった。です
から，私は自分の考えが正しいと思って，大企業とい
つもそういう交渉ばかりやりまして，だいぶ怒られた
のですね。そんなことはわかっていると。例えば契約
の厳しい条件も，行使しないと言うから，行使しない
なら直してくださいと，こんな調子でやっていました
から，ずいぶん嫌われたのですけれども。
　なぜそういう感じになったかと言うと，先ほど秋元
さんがおっしゃったけれども，我々の業界は昔からア
メリカがマーケットの 3 分の 1 なのです。ヨーロッパ
が 3 分の 1，アジアが 3 分の 1。となると一番マーケッ
トの大きいアメリカで勝たないとどうにもならない。
知財の仕事というのは国内の問題よりもアメリカの問
題からスタートしたのです。すべてアメリカのスタイ
ルを前提として仕事をしていたわけですから，契約書
というのは書いたらすべてなのです。日本の契約書は
疑義が生じたら協議して定めるとか書いてある。あの
条項 1 つで，腹芸でやるのは日本の企業だと。だいぶ
違うのですけれども，やはり知財というのはアメリカ
スタイルできちっと契約書に書くということが必要だ
ろうと私は思っていまして，大企業に対してもそうい
う働きかけをしたのです。
　要は三位一体ができるという点では，むしろ企業が
小さいほうが有利なのです。ベンチャー企業は社長さ
ん 1 人が三位一体をやっているわけですから。問題は
知財の意識，知財の本質を理解して，それをいかに活
用するかという知恵が，外国のベンチャーの社長さん
に比べると少ないのですね。そこを補うか，あるいは
知財の参謀をつける。これが三位一体のための一番の
早道だろうと思います。ですから，組織の小さいほう
が三位一体をやりやすいので，これは不利ではなくて
むしろ有利だと私は理解しています。

【藤本】なるほど。そうすると逆に，千人とか二千人
規模で知財部員として 10 人前後という企業もたくさ
んあろうかと思うんですけれど，そういうところのほ
うがかえって多分難しいと思うんですが，そういうと
ころに対してサジェスチョンはありますか。



	 パテント 2008 ‒ 106 ‒ Vol. 61　No. 11

第 2 部　パネルディスカッション

知財経営の必要性の見極め
【丸島】その企業が本当に知財経営をやったほうがい
いという企業なのかどうかをはっきりさせるべきだと
思います。知財の立場からそれを検討して，知財経営
をしたほうがその企業にとっていいと本当に信ずるな
ら積極的に働きかけるべきです。働きかければ必ず経
営者というのは理解するものだと思うのです。知財経
営をやっていない企業でやっても無駄だという企業に
対して知財経営をやりなさいというのは無理です。そ
の見極めが前提だと思います。ですから極端な言い方
をしますと，知財経営に相応しくない会社に入って知
財の仕事をしようとしても，これはないのです。
　経営方針を変えて，これから知財経営をやる，その
ために何をするかと，そこから議論するのでしたら話
は別ですが。ですから業界によって，商品によって，
知財経営の中のノウハウだけで生きている会社もある
と思うのです。その会社の競争力を持っている元は何
なのか。さっき言った知的資産経営で人脈とか社長の
経営能力とか，そんなところが中心で動いている会社
というのは，知的財産経営をやろうといっても無理で
すね，またやる必要も無いかもしれません。そういう
会社にいくらやりなさいと言ってもできないだろうと
思います。そこの見極めが一番大事だろうと思います。

【藤本】ありがとうございます。
　則近先生，同様の質問なんですけれども，やはりそ
ういう中堅・中小も含めまして，本来丸島先生がおっ
しゃったように，本当にそこの企業にとって知財が必
要かどうか，今日のテーマである知財力の強化ではな
くて，知財力そのものが必要かどうかという，その原
点を問われているような感じもするんですけれども。
一方で，本当は知財力が必要だ，強化もしたい，だけ
どもそこに大きな壁があってなかなかトップも理解し
てくれない。だけども知財のトップとしては何とかし
たい。そういうようなケースの場合があり得ると思い
ますが，そういう場合に則近先生からのコメントとし
て何かありますか。

【則近】若干，今やっていることの宣伝めくんですが。
やはり自分だけで考えてもなかなか出てこないと思う
んですね。ですから似たような条件というか環境の企
業の人，あるいは担当の人と情報交換をしたり勉強会
ができたり，そういう機会を是非利用して，さっき丸

島先生がおっしゃったような見極めをするというのが
重要だと思います。
　そのときに，例えば企業の集まりでいうと，知的財
産協会あるいはこちらの弁理士会でもいろいろな支援
プログラムがあるかと思いますが，大阪で言いますと
近畿経産局で，今日もお見えになっていますが，元キ
ヤノンの田浪先生が中心に知財塾を開いていらっしゃ
います。そういう中小企業の方々を対象にする情報交
換と訓練の場，あるいは人脈作りの場がございますの
で，そういうところに積極的に出て行かれて，いろん
な情報を入れられて，それで検討されることをお勧め
します。
　我々大学院の学生の場合には，やはり近畿経産局経
由ではありますけれども，場合によってはお声がかか
れば企業に出かけて行って，企業の方々の専門性を補
いながら，大学院生のほうは勉強をするというような
試みも行っておりますので，そういうのを利用してみ
られたらいかがでしょうか。

中小企業とグローバル化
【藤本】なるほど。ありがとうございます。
　秋元先生の前会社はグローバルの最たるものだと思
うんですけれども，基本的にあらゆる企業はグローバ
ル化の中で戦略を考えていかざるを得ないという状況
であることは間違いないと思います。ますますそれは
これから増加していくと思うんですけれども，そうい
う中でやはり外国出願が増えている傾向があります。
中国も含めてブリックスもそうでしょうけれども，必
ずしも秋元先生の前会社の分野という意味ではなく
て，一般企業という中堅・中小企業にとってそういう
ところに対するアドバイスか何かいただければと思い
ます。

【秋元】中小あるいはベンチャーこそ，まさにグロー
バルな知財戦略を立てなければいけないと思います。
大企業は放っておいてもやりますから。そのときにや
はり中小あるいは中堅のところに知財部というものを
作れるかどうかと言うと，さっき言いましたようにコ
ストを考えると無理だと思います。そうするとさっき
言われたように参謀とか，近畿経産局とか，そういう
ところで，その次が大事なんですが，対米戦略を立て
られる人を参謀にすべきです。極論すれば対日本は要
らないです。だからそういうような人を集めた集団な
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り，そういうようなことを指導するようなところ，そ
ういうものを国，地域などに作らないとだめです。各
中堅企業・中小企業が自分でやれるわけがない。
　私は大学にもよく行くんですが，東大，京大，阪大
ぐらいはクエスチョンマークがつくぐらいでいいんで
しょうけれども，地方の大学へ行ったら，例えば四国
とか九州だったらワンブロックを考えないとどうしよ
うもない。九州だったら九大を中心にする，東北だっ
たら東北大学を中心にしたブロックとして考える。そ
のうえでいかに対米の戦略を考えるか。そういうよう
なものを作らないと駄目だと思うし，まさに中小企業
についても多分いい発明をされているのでそれが大事
だと思いますし，大企業にエグイことをされないよう
にしていただきたいと思います。

【藤本】対米というのは，対米のことを学ぶというこ
とと，事業が対米依存型という意味ではないですね。

【秋元】ライフサイエンス分野においては，グローバ
ルな視点から全体の戦略・戦術を立案できるような人
たちをアドバイザーにするべきです。特に，米国には
仮出願制度等もありますから，対米で戦っているよう
な人たち，キチッと実務的・実践的な戦略・戦術がで
きる人をアドバイザーにすべきだと思います。

【藤本】社内での育成というのはできるケースと……。

【秋元】無理でしょう。大企業の中でアメリカと戦っ
ている人達はわかっているでしょう。だからそういう
人たちを対米戦略の参謀として置くべきです。

【藤本】なるほど。ありがとうございました。

社内外の弁理士に期待する事
【藤本】今日は弁理士の日の記念講演ということで，
弁理士の若手の方あるいはその他もたくさん来られて
いると思います。弁理士の数も相当増えてきておりま
す。一時，私が弁理士の試験委員をやった経験もあり
ますが，そのとき特許庁に「弁理士をいつまで増やす
のか」という質問をしたんですけれどもそれほど弁理
士の数が，私が合格した時代に比べて大きく増えてい
ます。これは何も弁理士だけではなくて弁護士さんも，
いわゆるサムライがそういう状況にある。そういう中

で，特に弁理士の場合，企業との関わりは強いと思い
ます。
　そこで，先生方にお尋ねしたいんですけれども，企
業に勤務される弁理士が弁護士に比べてずいぶん多く
なっていくだろう。逆に社内弁理士に対してどう期待
されるか，何を望むか。あるいは社内弁理士がいたと
しても，社外の在野の弁理士にはまた違った切り口で
期待したいという期待感も含めて，コメントをお願い
したいと思います。まず秋元先生から。

【秋元】最近本当に社内弁理士が増えてきまして，石
を投げれば当たるというぐらいの状況なんですが，
さっき私は三角形の絵を出しましたけれども，社内弁
理士であろうと社内の知財部員であろうと，私がいる
ときはいつも研究所の研究会へ行けと，月報会へ行け
と。門前の小僧ですが，そこで 2 ～ 3 ヶ月いれば，何
をやっているか，どういう議論があるかということが
よくわかる。世の中の動きや研究の動きもわかる。自
分がそういうところに行って，2 つか 3 つぐらい担当
分野を持って，それで研究者と同じ土俵でディスカッ
ションできるようになり，同じように理解できるよう
になったときに初めていい出願ができると，そういう
ようになれと。そうではなくてただ明細書を書くどう
のこうのだったら，それは場合によっては事務所さん
にお願いしてもいい。そういうルーチンのことよりも，
やはり研究の動向，開発の動向，できれば少しシニア
になれば経営戦略と関連付けて考えられるような人間
になれといつも言っています。

【藤本】そうすると，社内の弁理士に期待するところ
というのは，先ほどの三位一体のところで，その部分
は社外の弁理士にはちょっと期待できにくいと。

【秋元】2 つありまして，1 つは社内の弁理士はそうい
うことプラスマネージメントということがどうしても
必要になるんですが，社外の弁理士さんはさっき言い
ましたように，アメリカで戦うことをキチッとわかっ
ているような質の高い人であれば，質に見合った料金
はいくらでも払うと，ディスカウントはしないと。こ
れは中国，アメリカもそうです。やはりキチッとでき
ることが大切です。特に特許というのは最後は争いに
なったときにその真価がわかるわけですから，滅多に
争いにならなくても，争いになったときにキチッとで
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きるようないい質のものを作って欲しい。だから社外
はそれでいいと思うんです。社内の場合は，社内に
残る限り，そういうルーチンの仕事をやってもらう人
を抱えていると非常にコストがかかる。だからできる
だけ少数精鋭の集団を作るというのが基本だと思いま
す。

【藤本】そうすると社外に対して特に期待するところ
は。

【秋元】社外の評価基準があります。

【藤本】それでは則近先生。

弁理士に求められる付加価値
【則近】同じような答えになるかと思いますが。やは
り弁理士の資格それ自身はあまり付加価値がないとい
うか，大変申し訳ないんですけれども。私も弁理士の
端くれではありますけれども，弁理士であるというだ
けではあまり意味のない時代に入ってきたと思いま
す。
　何を持っているかということだと思います。そのと
きに，社内の弁理士の場合は今も出ましたけれども，
やはり企業のことがよくわかる，企業の現場がわかる，
管理能力が鍛えられている，こういうことが期待され
ていると思います。
　それから，いわゆる社外というか独立されている弁
理士さんの方々について言うと，やはり高い専門性，
これにならば企業はいくらでもお金を払うと思うんで
すね。ですから専門性を高めていくというところに重
点を置かれて，合格された後，スタートにして勉強し
ていっていただく，こういう時代じゃないかと思いま
す。

【藤本】丸島先生，そのへんは。

【丸島】先ほど人材育成のところであまり申し上げら
れなかったのですが。知財人材にはいろんなレベルが
あると思います。知財のトップに期待することと担当
者に期待することとは違うと思うんです。トップにな
る人が一番大事なのは，何をしたらいいか決断できる
人だと思います。これは誰も社内ではそういうことを
言う人はいない。知財からどういう仕事をするべきか

ということを考えられる人だと思います。必要な仕事
の創造です。
　そのためにどうしたらいいかというのはいろいろあ
ると思いますが，秋元先生とちょっと意見が違うのは，
他部門を経験しないと駄目だと言われるとちょっと語
弊があるのじゃないかと。知財はローテーションをか
けないほうがいいというのが私の考えなのです。他部
門のことはそこに所属しなくても理解はできる。研究
開発の技術の創造をするのじゃない，技術がわかれば
いい，事業をわかればいい。だからその部門に行かな
くてもわかるはずだと思うのです。私はそう思って，
知財の担当者には知財の視点で少なくともそれをわ
かったうえで仕事をする，これが一番大事だと思って
いるので，そのことを実行させるのが一番大事かなと
思います。
　社内弁理士じゃなければいけないというのは基本的
にはない，社内にいて資格というのは基本的には要ら
ないです。でも資格を取るということによって能力が
高まっていることが大事だろう。もちろん能力という
のは弁理士試験で試される知識，それだけじゃないで
すね。要するに知財経営に資するために何をしたらい
いかを考える力です。これは最終的には担当者が自分
で仕事をジャッジしなければならない。そういうこと
ができる人が一番望ましい。
　外部の弁理士さんは資格が要るわけですね。事務所
というのは代理業がベースになっているわけですか
ら，資格がないとできない。これは弁理士という資格
は絶対必要でしょう。その場合も従来のように，ただ
権利化だけしていればいいのではない。今，秋元さん
がおっしゃったように，訴訟を中心に考えれば，確か
に訴訟で勝てるような，しかもアメリカで勝てるよう
なことが十分にできる先生がいいということになるの
ですが，それももちろん大事ですが，もっと大事なの
は訴訟をやらないで企業の目的を達成できるような活
動を，社外の弁理士さんにも期待したいと思っている
のです。
　そのためには何が必要かと言うと，いかに情報を共
有できるか。能力的なものよりも，私が外部にいて一
番仕事がしにくいと思うのは，情報が得られないから
だと思うのです。いかに情報を共有できるか，それを
考えるべきだと思います。企業内の人も，外部の人を
活用するのに，いかに情報を与えられるか，そういう
環境をどうやって築くかということが非常に大事な時
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代になっていると思います。
　今，お二人の先生は，外部の人に能力があったらそ
れ相応の金を払うと言うけれど，今は本当にそうやっ
て動いているのだろうか。大半がコスト削減のために
安い事務所に仕事を出す，そういうことを平気でやっ
ている人がいっぱいいらっしゃるわけですよ。それを
見て本当に何のために権利化しているのですかと，私
も憤慨するのですけれども。いざというときに勝てな
い，そんなもののために仕事をしているほうがよほど
経費の無駄遣いなのです。たまたま今日はお二人とも
クオリティだと言っており，私もそういう前提なので
すが，世の中一般の知財の責任者はそう感じているの
でしょうか。

【秋元】ちょっと誤解を与えているといけないので。
まず最後のほうの訴訟を避けることは非常に大事で，
私どももさっき言いましたように，必ず研究の段階か
ら中間体，製造それから薬効，用途，すべてやるんで
すが，医薬品業界の場合はちょっと違っていまして，
アメリカはいわゆる先発権というか，最初に launch

してから 5 年間の保護期間があるわけです。その間で
4 年目が経ちますと Paragraph Ⅳというのがありまし
て，無効であるとか，侵害していないとか，そういう
ことで必ずジェネリックが出るんです。なぜかと言う
と，4 年に出したときに，ジェネリックはファースト
ファイラーという地位を取ると，ジェネリックも一定
の独占権が得られるんです。そういうことですから，
医薬品業界の場合はアメリカで商売をしたら絶対に訴
訟になる。だから避けられないんじゃなくて，訴訟に
なるんです。他のことはまた業界によって違うんです
が。避けようと思ってやっていますけれども，ジェネ
リックとの戦いは必ず起こる，100％起こるというと
ころがあります。

【藤本】そういう特殊事情がおありということですね，
わかりました。
　最後に丸島先生が，経営に資する重要な特許で，な
ぜこんな安いお金で弁理士さんに仕事を回すのかと。
我々にとって非常にありがたい話なんですけれども，
ありがたい話と現実とはずいぶんとギャップがありま
して，我々にも責任があると思うんですね。今後の
弁理士として何をすべきかというところをもう少しキ
チッと見定めて，企業が望んでいるところのお話がず

いぶん出たと思いますので，これを機会にして，特に
在野の弁理士，特許事務所におられる方々，あるいは
これから特許事務所をやろうとする方も含めて，企業
の望んでいるところをすべてとは申し上げませんけれ
ども，本質を見忘れてはならないということではない
かと思います。
　本日は日本のトップの先生方のお話をこういう場で
聞けるというのは非常にありがたいことです。今日の
テーマである企業の知財力強化ということですが，企
業というのは三先生方のようなトップ企業がすべてで
はありません。そこは各企業に応じた知財力の強化と
いうことで，知財力すら持っていない企業もあるかも
わからない。けれども知財というものをここで 1 回見
直して，それで今後どう構築していくか，その強化手
段，あるいは欠けているところがあるならば強化す
る，補強する，そういうことが非常に重要ではないか。
これはすべての企業に言えることじゃないかと思いま
す。
　そのためには経営者，トップが知財に関してどうい
うマインドを持つか。これが先生方のお話の中で，ま
ずトップの認識によって企業が動いているわけですか
ら，三位一体と言ってもバラバラでは話にならないわ
けですから，そのためにはトップの意識を変える，そ
ういうところが次の問題ではないかというところです
ね。
　それから，グローバル化ということへの対応の仕方
は，企業がグローバルになっていくことは間違いない
でしょうから，その中で知財をどう強化していくのか
というところも大きなテーマであることは間違いない
ということもおわかりになったと思います。
　最後に出てきたのは人材，人です。これは弁理士も
含めてですけれども，やはり企業は人なり，事業は人
なりということで，人が動かすものですから，その人
の良し悪しによって知財の強化ができるかどうかも変
わるんじゃないかということを，私なりに感じさせて
いただきました。
　そういう面で，今日のお話は時間的には短かくて十
分な討論もできなかったかもわからないですけれど
も，皆さん方のこれからの企業あるいはそれぞれの立
場で今日のお話がヒントになって，わが国が知財立国
として目指す方向に皆さん方がサポートあるいは強力
な力を与えていただければ，まだまだこれから日本も
伸びていくんじゃないかと思います。まして今は原料
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高，材料高で，資源のないわが国にとって，一番資源
のあるのは頭，人間だと思います。それが最終的には
知財力強化の最大ではないかと感じます。
　それでは私のまとめを終わりまして，5 分から 10

分ぐらい時間を取っていただいて，せっかくの機会で
すので，皆さん方から質問のある方には挙手をいただ
いて，パネラーの先生方に直接聞いていただいても結
構です。何かありますか。どんなことでもいいですよ，
せっかくのチャンスですので。

【A】京都の弁理士の A でございます。秋元先生に教
えていただきたいんですが，日本でも医療方法，治療
の方法あるいはお薬の使い方というものも今後特許を
認めていこうという論議もあるようでございますが，
これについて製薬業界あるいはその関係の知財戦略
等，何かお考えがありましたら，教えて欲しいと思い
ます。

【秋元】まず製薬業界で本当に望んでいることは，医
療方法そのものよりも薬の使用方法です。例えば抗癌
剤をインターバルで投与すると毒性が低減して効果が
上がるとか，インターフェロンとリバピリンみたいに
2 つ薬剤を混ぜると非常に劇症肝炎に効くようになる
とか，こういうものがなかなか現在では使用方法ある
いは組み合わせとしては，製剤としては特許は取れま
すが，それ以外はなかなか……。例えばインターバル
で投与するというような方法，あるいは 2 つのものを
混ぜるときに一定の割合ならいいですが，それを別々
にやったり，ある割合を超えてしまうと特許が取れな

い。そういうことで，4，5 年ほど前に「医療関連行
為に関する特許保護の在り方について」という専門調
査会があって，井村先生が座長で私もいたんですが，
1 団体，1 省の反対で結局通らなかった。
　実は今年の戦略会議の 2008 の中で，非常に先端的
な技術，それは例えば遺伝子治療であるとか，ナノテ
クを用いたような製剤であるとか，あるいは植物バイ
オも含めたようなものについては，特許の保護を見直
すという方向で推進計画の中に書かれています。
　ただ，これをどういう形でやるかは非常にまだ難し
いので，ワーキンググループにするか専門調査会にす
るかもわかっていません。ただ検討しなければいけな
いということがはっきり書かれておりますので，それ
をどのようにやるか。あるいはご存知のようにスー
パー特区というのがあります。先端医療技術というの
が iPS，再生医療，先端医療機器，それから先端バイ
オ，ガン，こういうようなスーパー特区の中で考えよ
うかという動きもあります。ただ考えようという動き
が 2008 年の計画の中にあるんですが，具体的なこと
はまだ動いていない。近々動くと思いますが，まだ動
いていないという状況です。

（中略）

【藤本】それでは，時間が来ましたので，本当はもっ
と議論をしたいところですけれども，これをもちまし
てパネルディスカッションを終了させていただきま
す。どうもありがとうございました。
 （原稿受領 2008. 9. 29）


